
保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

脳
ド
ッ
ク
受
検
の
助
成

蒲
郡
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、

加
入
者
の
皆
さ
ん
に
脳
ド
ッ
ク
受

検
の
助
成
を
行
い
ま
す
。た
だ
し
、

昨
年
度
受
検
さ
れ
た
方
は
、
受
検

で
き
ま
せ
ん
。

受
検
日　
7
月
〜
平
成
21
年
3
月

ま
で
の
月
〜
金
曜
日
午
後
3
時

以
降
。
日
時
は
保
険
年
金
課
で

指
定
し
ま
す
。

受
検
場
所　
市
民
病
院

定　
員　
100
人（
定
員
を
超
え
た

場
合
は
抽
選
）

対
象
者　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
方

○
申
請
日
現
在
、
蒲
郡
市
国
民
健

康
保
険
の
資
格
が
あ
る
方

○
昭
和
33
年
4
月
1
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方

○
世
帯
主
お
よ
び
国
保
被
保
険
者

全
員
に
市
税
の
滞
納
の
な
い
こ

と
個
人
負
担　
2
万
5
千
円（
脳
ド

ッ
ク
Ｂ
コ
ー
ス
5
万
円
の
う
ち

5
割
を
国
保
が
助
成
）

申
し
込
み　
6
月
13
日
㈮（
必

着
）
ま
で
に
、
印
か
ん
、
保
険

証
を
持
参
の
う
え
、
保
険
年
金

課
へ
。
申
請
書
は
、
保
険
年
金

課
、
保
険
年
金
課
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、申
請
書
以
外
の
ハ
ガ
キ
、

ま
た
は
書
面
に
、
申
請
に
必
要

な
項
目
が
記
載
し
て
あ
れ
ば
、

郵
送（
〒
443-

８
６
０
１
）で
申

し
込
み
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、

Ｅ
メ
ー
ル
で
の
申
し
込
み
は
受

け
付
け
ま
せ
ん
。

申
請
に
必
要
な
項
目　
申
請
年
月

日
、
世
帯
主
氏
名（
押
印
）・
住

所
、
受
検
希
望
者
の
氏
名（
フ

リ
ガ
ナ
）・
性
別
・
生
年
月
日
・

年
齢
・
世
帯
主
と
の
続
柄
・
住

所
・
電
話
番
号
・
保
険
証
の
番

号
、
個
人
情
報
確
認
事
務
の
同

意（
私
お
よ
び
世
帯
員
の
市
税

納
付
状
況
の
確
認
事
務
を
行
う

こ
と
に
同
意
し
ま
す
。）

産
業
振
興
課
1
66
◆

1
1
1
9

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

「
エ
ク
セ
ル（
基
礎
）」

受
講
生
募
集

在
職
者
を
対
象
に
エ
ク
セ
ル

（
表
計
算
）の
使
い
方
を
習
い
ま
す
。

と　
き　
7
月
5
日
㈯
・
6
日
㈰

午
前
9
時
〜

と
こ
ろ　
愛
知
県
立
東
三
河
高
等

技
術
専
門
校

定　
員　
25
人（
申
し
込
み
順
）

内　
容　
表
計
算
に
よ
る
デ
ー
タ

処
理
と
グ
ラ
フ
の
作
成

対　
象　
基
本
的
な
文
字
入
力
と

マ
ウ
ス
操
作
を
習
得
し
て
い
る
方

受
講
料　
2
千
300
円（
別
途
、
テ

キ
ス
ト
代
2
千
100
円
が
必
要
）

持
ち
物　
筆
記
用
具
な
ど

申
し
込
み　

6
月
20
日
㈮
ま
で

に
、
受
講
申
請
書（
県
立
東
三

河
高
等
技
術
専
門
校
に
あ
り

ま
す
）
を
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま

た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
愛
知
県
立

東
三
河
高
等
技
術
専
門
校（
〒

441-

１
２
３
１ 

豊
川
市
一
宮
町

上
新
切
33-

4 

☎
93
◆

２
０
１

８ 

FAX 

93
◆

４
２
６
７ 

Ｅ
メ
ー

ルhigashim
ikaw

a-senm
on

ko@
pref.aichi.lg.jp

）へ
。

問
合
先　
愛
知
県
立
東
三
河
高
等

技
術
専
門
校

企
画
広
報
課
1
66
◆

1
1
4
5

市
長
対
話「
ざ
っ
く
ば
ら
ん
」

参
加
者
グ
ル
ー
プ
募
集

と　
き　
6
月
30
日
㈪

　

午
後
3
時
30
分
〜
4
時
30
分

と
こ
ろ　
市
長
応
接
室

テ
ー
マ　

教
育
、
環
境
問
題
、
都

市
整
備
な
ど
市
政
に
関
す
る
こ

と
な
ら
何
で
も
結
構
で
す
。
た

だ
し
、
単
な
る
個
人
的
な
苦
情

や
要
望
は
除
き
ま
す
。

募
集
組
数　
1
組（
3
〜
6
人
程
度
）

対
話
形
式　
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ

申
し
込
み　
6
月
13
日
㈮（
当
日

消
印
有
効
）ま
で
に
、
ハ
ガ
キ
、

フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
参
加

メ
ン
バ
ー
全
員
の
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
電
話
番
号
・
希
望
す
る

テ
ー
マ
を
明
記
の
上
、
企
画
広

報
課（
〒
443-

８
６
０
１ 

FAX 

66

◆

１
１
９
２ 

Ｅ
メ
ー
ルinfo@

city.gam
agori.lg.jp

）へ
。

※
応
募
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
。

参
加
の
可
否
は
、
6
月
18
日
㈬

ま
で
に
連
絡
し
ま
す
。

☆蒲郡市なくそう犯罪安全なまちづくり推進条例の改正
この条例は、犯罪が起こりにくいまちづくりを推進するため、市や市民および事業
者の責務を明らかにして、市民が安全に安心して暮らすことができる生活の実現に
役立てるように平成15年に制定されました。
今回、児童らの安全確保や空地などにおける犯罪防止の措置などを追加して、よ

り犯罪のないまちづくりを推進するため必要な改正を行うものです。
そこで、改正案について市民の皆さんから意見を募集します。

募集期間　6月2日（月）～7月2日（水）
閲覧場所　 安全安心課（新館4階）、ホームページ（http://www.city.gamagori.aichi.j

p/somu/anzen/machidukuri/public.html）
提出方法　 募集期間内に郵便番号・住所・氏名（法人、団体などの場合は、所在地・

名称・代表者氏名）、連絡先（電話番号・Eメールアドレス）を明記の上、
安全安心課（〒443-8601 FAX66◆1183 Eメールanzen@city.gamagori.lg.
jp）へ。書式は自由です。

パブリックコメント

＝みなさんからご意見を募集します＝
安全安心課 ☎66◆1156

2008.6

18
2008.6 広報●がまごおり

19
◎休日市役所窓口センター 土・日・祝日（年末年始を除く）午前8時30分～午後5時　166◆1171
 戸籍関係の証明書の交付・届出や市税の証明書の交付・納付などができます。


